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臨床的な倫理コンサルテーション

倫理的な多職種検討を希望するスタッフからの「臨床倫理審議依頼

書」提出を受け、院内のメンバーを参集する。相談事例により、当日

速やかに最大人数が参集できる時間に実施する場合や、数日の猶予を

もって最大人数が参集できる日程を調整して実施する場合がある.

小児専門施設であり、さまざまな方針決定には代理承諾者との話し合

いが必須である。一方、児が有している自己決定権も尊重できるよう

児に対するアセントも念頭に現場へ提言をおこなっている。常に活動

の根本あることは「児の最大の幸福は」という問いかけである.

臨床倫理部会（現在は臨床倫理委員会）の特に終末期における取り組

みでは、脳死下臓器提供に関わる小児や障害児・者の「意志の尊重」

の対して議論している。また、医療ネグレクトと代理承諾者の治療拒

否は表裏一体であり、そのような症例についても議論できるよう、い

ろいろな模擬症例を用いて院内研修を行なっている.

小児や障害児・者における臨床倫理には特有の難しさがある。一方

で、自律性を尊重することは小児でも障害児・者でも可能な場合が十

分あると考えている。小児や障害児・者に対する倫理を検討している

施設と協働したい.

記載項目

臨床倫理委員会
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施設認定（病院機能評価）

保険医療機関

指定自立支援医療機関（更生医療）

指定自立支援医療機関（育成医療）

指定自立支援医療機関（精神通院医療）

身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関

精神保健指定医の配置されている医療機関

生活保護法指定医療機関

結核指定医療機関

指定養育医療機関

指定小児慢性特定疾病医療機関

難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６

年法律第５０号）に基づく指定医療機関

原子爆弾被害者一般疾病医療機関

公害医療機関

母体保護法指定医の配置されている医療機関

救命救急センター

臨床研修病院

特定疾患治療研究事業委託医療機関

ＤＰＣ対象病院

病床数 200床

医師数 87人

看護師数 315人

常勤の専従 0

常勤の専任 0

常勤の兼任 7

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 5

臨床倫理認定士 上級修了者 1

常勤の専従 0

常勤の専任 0

常勤の兼任 13

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 8

臨床倫理認定士 上級修了者 1

常勤の専従 0

常勤の専任 0

常勤の兼任 1

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 0

臨床倫理認定士 上級修了者 0

常勤の専従 0

施設概要

医師数

看護師数

薬剤師数

MSW数



常勤の専任 0

常勤の兼任 1

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 0

臨床倫理認定士 上級修了者 0

常勤の専従 0

常勤の専任 0

常勤の兼任 1

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 0

臨床倫理認定士 上級修了者 0

常勤の専従 0

常勤の専任 0

常勤の兼任 3

非常勤 0

臨床倫理認定士 修了者 1

臨床倫理認定士 上級修了者 0

常勤／非常勤 1

臨床倫理認定士 修了者 0

臨床倫理認定士 上級修了者 0

コンサルテーション窓口 窓口部門 事務部　経営企画課

コンサルテーション件数 （開始年度〜2025年1月現在） 67

倫理カンファレンス件数 （開始年度〜2025年1月現在） 67

小児 66

成人（高齢者含む） 1

がん（AIDS /HIV含む） 0

非がん 0

※ 上記以外にあれば挿入してください（追行可） 0

積極的治療・侵襲的検査の拒否 0

生命維持の差し控え／中止 40

症状コントロール（せん妄／鎮静） 0

堪え難い苦痛緩和のための鎮静 0

医療資源の分配 1

療養場所の選択 1

個人情報 0

医療者への心理的支援 0

脳死下臓器提供関連 6

患者への説明・同意、代理意思決定に関する検討 10

治療方針の選択、術式や手技の倫理的妥当性 9

※ 上記以外にあれば挿入してください（追行可）

指導医・専門医講習会 （〜2025年1月現在） 0

新規採用職員研修会 （〜2025年1月現在） 0

幹部・管理者研修会 （〜2025年1月現在） 0

教育活動

（例）

依頼内容（例）

区分（例）

チーム実績

（その他）：

（Ex：リハビリ、栄養士、

心理師等）

MSW数

事務数

外部コンサルタント



認知症の人のガイドライン （〜2025年1月現在） 0

外部講師を招いた講演会 （〜2025年1月現在） 5

院内スタッフ向け研修会（勉強会） （〜2025年1月現在） 26

※ 上記以外にあれば挿入してください（追行可）

社会活動 地域との連携 地域合同カンファレンス／講師派遣等 0

備考 外部見学受け入れ 可

教育活動

（例）
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